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有症状者への抗原定性検査キット配布（その２）について 

 

１ 当事業の目的 

・ 感染急拡大時においても、真に医療機関への受診が必要な重症化リスクを有す

る方等への適切な医療の提供を確保することを目的とします 

 

２ 当スキーム図 

 
 

３ 具体的な流れ 

① 予めキット申請（WEB申請） 

➢ 予め県の診療・検査医療機関専用申請ページ（本紙末尾に記載の URL

もしくは QRコード）より、キット申請（WEB申請）を行ってください 

➢ １申請につき、一律 20 キットを配送します 

➢ １日につき、1申請を上限とします 

※ 配布用のキット枯渇しないように、適宜申請をお願いいたします 

※ なお、配布用のキットが枯渇した場合には、有症状者（重症化リスク低）に対

し、県 HP「有症状者への抗原定性キットの配布について」を御案内するようお

願いいたします 

② 申請データ提供 

➢ 県において各診療・検査医療機関からの申請を取りまとめ、配送業者に

連絡します 

③ キット配送 

➢ キット申請より概ね１～２日後に 20キットが配送されます 

④ 来院 

➢ いわゆる発熱外来に、有症状者等が来院（事前の電話連絡）されます 

※ 診療・検査医療機関においてキット配布を行うことについては、県民へは広報

を行っておりませんが、万が一求められた場合等には県 HP「有症状者への抗原

定性キットの配布について」を御案内するようお願いいたします。 

 

⑤ 当日の混雑状況等から、キット配布を行うか否かを判断 

➢ 当日の混雑状況等から、キット配布を行うか否かを各診療・検査医療機



関においてご判断いただくようお願いいたします 

⑥ 患者の意向を確認し、キット配布 

➢ 患者が配布対象者であること及び患者の意向を確認の上、キット配布

をお願いいたします 

※ 加えて、陽性であれば貴院へ受診となる可能性が高いため、受診までの流れが

スムーズになるよう、受診案内のパンフレット（事前 WEB 予約案内を想定）も

併せてお渡しいただくことを推奨します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 抗原検査キットを使用し自ら検査 

➢ 有症状者（重症化リスク低）が配布された抗原検査キットを用いて自ら

検査します 

⑧ 陽性 

➢ 陽性であれば、有症状者（重症化リスク低）が検査キットをスマートフ

ォン等で撮影し保存します（キット同封書類に記載） 

⑨ 受診・診断 

➢ 受診の問い合わせ等があるかと思われますので御対応頂きますようお願

い申し上げます 

 

４ 始期及び終期 

   始期：令和４年８月３日（水）   

   終期：令和４年９月 30日（金） ※感染状況に応じて延長を検討 

 

５ 注意点 

・ 同キットは、有症状者（重症化リスク低）の方へ配布してください 

・ 同キットを医療機関の診察用のキットとして使用する（通常自院で購入され

ている抗原定性キットの代替として用いる）ことは出来ません 

 

〇診療・検査医療機関専用申請ページ 

 

 

 

【配布対象者】①及び②いずれも満たす方 

① 新潟県に在住または長期滞在中であり、現在発熱等の症状がある 

② 以下すべてに該当する方（重症化リスクが低いと考えられる方） 

・ 現在、年齢が 60歳未満の方 

・ 基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管

疾患など）がない方 

・ BMI が 30以上でない方 

・ 妊娠していない方 

https://s-kantan.jp/pref-niigata-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=2040&accessFrom= 

 


